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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成22年8月26日(2010.8.26)

【公表番号】特表2010-517222(P2010-517222A)
【公表日】平成22年5月20日(2010.5.20)
【年通号数】公開・登録公報2010-020
【出願番号】特願2009-546395(P2009-546395)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｂ  17/60     (2006.01)
   Ｈ０１Ｂ   3/52     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｂ  17/60    　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｂ   3/52    　　　Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成22年7月2日(2010.7.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マイカフレーク小片であって、その最薄寸法で０．０１から０．０５ｍｍの平均サイズ
範囲を有するマイカフレーク小片；
　六方晶窒化ホウ素であって、その最長寸法で１０から１０，０００ｎｍの平均サイズ範
囲を有する六方晶窒化ホウ素；及び
　樹脂マトリックス；
を含んでなる電気絶縁部品であって：
　ここで、前記マイカフレーク小片及び前記六方晶窒化ホウ素は、混合されていて；
　前記六方晶窒化ホウ素対前記マイカフレーク小片重量比は、前記マイカフレーク小片の
平均サイズに対する前記六方晶窒化ホウ素の平均サイズに、０．５から２の調整係数の範
囲内で、正比例し；
　前記六方晶窒化ホウ素対前記マイカフレーク小片重量比は、重量で１：１を超えること
はない、電気絶縁部品。
【請求項２】
　高熱伝導性充填材を更に含んでなる、請求項１に記載の電気絶縁部品。
【請求項３】
　前記高熱伝導性充填材が、サイズが１～１，０００ｎｍの、シリカ、アルミナ、酸化マ
グネシウム、炭化ケイ素、窒化ホウ素、窒化アルミニウム、酸化アルミニウム、酸化亜鉛
、酸化チタン及びダイヤモンド並びにデンドリマーのうちの少なくとも１種を含み、前記
高熱伝導性材料が、１０～５０のアスペクト比を有する、請求項２に記載の電気絶縁部品
。
【請求項４】
　前記高熱伝導性充填材が、前記樹脂に充填されていて、前記高熱伝導性材料が、前記樹
脂の２５～４０体積％を構成する、請求項２に記載の電気絶縁部品。
【請求項５】
　前記マイカフレーク小片及び前記六方晶窒化ホウ素が紙に形成されている、請求項１に
記載の電気絶縁部品。
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【請求項６】
　前記紙が形成された後に、前記樹脂が前記マイカフレーク小片及び前記六方晶窒化ホウ
素に含浸されている、請求項５に記載の電気絶縁部品。
【請求項７】
　前記マイカフレーク小片及び前記六方晶窒化ホウ素が、前記樹脂と混合されて、パテを
形成している、請求項１に記載の電気絶縁部品。
【請求項８】
　前記六方晶窒化ホウ素が１０～１００ｎｍの平均サイズ範囲を有し、六方晶窒化ホウ素
対マイカ比が、重量で１：１００から１：２０である、請求項１に記載の電気絶縁部品。
【請求項９】
　前記六方晶窒化ホウ素が、１００～１，０００ｎｍの平均サイズ範囲を有し、六方晶窒
化ホウ素対マイカ比が、重量で１：５０から１：１０である、請求項１に記載の電気絶縁
部品。
【請求項１０】
　前記六方晶窒化ホウ素が、１，０００ｎｍから１０，０００ｎｍの平均サイズ範囲を有
し、六方晶窒化ホウ素対マイカ比が、重量で１：１０から１：２である、請求項１に記載
の電気絶縁部品。
【請求項１１】
　マイカフレーク小片であって、その最薄寸法で０．０１から０．０５ｍｍの平均サイズ
範囲を有するマイカフレーク小片；
　六方晶窒化ホウ素であって、その最長寸法で１０から１，０００ｎｍの平均サイズ範囲
を有する六方晶窒化ホウ素；及び
　樹脂マトリックス；
を含んでなる電気絶縁紙であって：
　ここで、前記マイカフレーク小片及び前記六方晶窒化ホウ素は混合されて、紙に形成さ
れるが、形成後に、前記樹脂が前記紙に加えられ；
　前記六方晶窒化ホウ素対前記マイカフレーク小片重量比は、前記マイカフレーク小片の
平均サイズに対する前記六方晶窒化ホウ素の平均サイズに、０．５から２の調整係数の範
囲内で、正比例し、；
　前記六方晶窒化ホウ素対前記マイカフレーク小片重量比は、重量で１：１を超えること
はない、電気絶縁紙。
【請求項１２】
　高熱伝導性充填材を更に含んでなる、請求項１に記載の電気絶縁紙。
【請求項１３】
　プレート小片窒化ホウ素とマイカフレーク小片との混合物であって、
　前記プレート小片窒化ホウ素対前記マイカフレーク小片比は、０．５から２の係数の範
囲内で、平均サイズ範囲に正比例する混合物；
を含有してなる電気絶縁複合体であって：
　前記六方晶窒化ホウ素は、その最長寸法で１０から１０，０００ｎｍの平均サイズ範囲
を有し；
　前記電気絶縁複合体が、樹脂マトリックスと組み合わされている、
電気絶縁複合体。
【請求項１４】
　前記プレート小片窒化ホウ素が六方晶窒化ホウ素である、請求項１３に記載の電気絶縁
複合体。
【請求項１５】
　前記窒化ホウ素が、１，０００ｎｍから１０，０００ｎｍの平均サイズ範囲を有し、前
記係数が、１を超えている、請求項１３に記載の電気絶縁複合体。
【請求項１６】
　前記マイカフレーク小片が、１０００ｎｍから１０，０００ｎｍの平均サイズ範囲を有
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し、前記プレート小片窒化ホウ素対前記マイカフレーク小片比が、１：１である、請求項
１３に記載の電気絶縁複合体。
【請求項１７】
　前記樹脂が、前記複合体と共にペーストを形成している、請求項１６に記載の電気絶縁
複合体。
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